
(独立行政法人名：　国立高等専門学校機構）

契約名称及び内容

契約職等の氏名
並びにその所属
する部局の名称

及び所在地

契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称及

び住所

随意契約によることとし
た業務方法書又は会計
規程等の根拠条文及び

理由

予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得
ない場合の
根拠区分

備
考

職員宿舎土地貸付料

鶴岡工業高等専
門学校　契約担
当役　事務部長
佐々木　宏　山形
県鶴岡市井岡字
沢田104

平成24年3月28日

財団法人鶴岡市
開発公社　山形
県鶴岡市馬場町
9-25

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 1,761,794円 － -
職員宿舎用地に係る賃
貸借契約のため。

5

入試・教務事務システ
ム保守業務

富山高等専門学
校　契約担当役
事務部長　飯嶋
裕一　富山県射
水市海老江練合
1-2

平成24年2月6日

バリアントソフト
株式会社　福岡
県北九州市小倉
北区米町2-2-1

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 1,344,000円 － －

本校で使用している入
試・教務システムの保守
業務を行なうもので、シ
ステム内容を非公開とし
ており、提供を行える業
者が一に限られるため。

19

透過型電子顕微鏡
（日立製作所製　H-
9000SIY）移設

鈴鹿工業高等専
門学校　契約担
当役　事務部長
宇和川　孝　三重
県鈴鹿市白子町

平成24年3月21日
株式会社日立ハ
イテクノロジーズ
中部支店

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 2,965,935円 － －

透過型電子顕微鏡を移
設する業務を行なうのも
で、設置調整が必要な
ことから提供を行う業者
が一に限られるため。

19

会場借料

沖縄工業高等専
門学校　契約担
当役　事務部長
川満　信男　沖縄
県名護市字辺野
古905

平成24年2月17日
大宮企画　沖縄
県名護市城1-
13-12

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 1,200,000円 － －

会議場の貸借を受ける
もので、立地条件等に
よって選定したものであ
り､競争に適さないた
め。

5

スキル管理システム
の改修

沖縄工業高等専
門学校　契約担
当役　事務部長
川満　信男　沖縄
県名護市字辺野
古905

平成24年1月4日
ＳＣＳＫ株式会社
東京都港区南青
山2丁目26番1号

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 1,417,500円 － －

本校で使用しているス
キル管理システムの改
修業務を行なうもので、
システム内容を非公開
としており、提供を行え
る業者が一に限られる
ため。

19

【様式２】

平成２４年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの【第４四半期】



契約名称及び内容

契約職等の氏名
並びにその所属
する部局の名称

及び所在地

契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称及

び住所

随意契約によることとし
た業務方法書又は会計
規程等の根拠条文及び

理由

予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得
ない場合の
根拠区分

備
考

人事給与統合システ
ム改修

国立高等専門学
校機構本部事務
局　契約担当役
事務局長　後藤
宏平　東京都八
王子市東浅川
701-2

平成24年2月10日

株式会社サイエ
ンティア　宮城県
仙台市泉区寺岡
2-20-13

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 9,885,750円 － －

機構で使用しているシ
ステムの改修業務を行
なうもので、システム内
容を非公開としており、
提供を行える業者が一
に限られるため。

19

長岡技術科学大学・
高等専門学校統合図
書館システムの共同
利用

国立高等専門学
校機構本部事務
局　契約担当役
事務局長　後藤
宏平　東京都八
王子市東浅川
701-2

平成24年2月17日

国立大学法人長
岡技術科学大学
新潟県長岡市上
富岡町1603-1

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 247,505,280円 － －

長岡技術科学大学と高
等専門学校で共同で利
用しているシステムの分
担金の契約であり、競
争に適さないため。

19

ＩＴ資産管理システム
保守業務

国立高等専門学
校機構本部事務
局　契約担当役
事務局長　後藤
宏平　東京都八
王子市東浅川
701-2

平成24年3月23日

株式会社ハン
モック　東京都
豊島区高田3-
19-10

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 5,565,000円 － －

機構で使用しているシ
ステムの保守業務を行
なうもので、システム内
容を非公開としており、
提供を行える業者が一
に限られるため。

19

財務会計システムミド
ルウェア保守

国立高等専門学
校機構本部事務
局　契約担当役
事務局長　後藤
宏平　東京都八
王子市東浅川
701-2

平成24年3月23日

神田通信機株式
会社　東京都千
代田区神田富山
町24

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 8,253,000円 － －

機構で使用しているシ
ステムミドルウェアの保
守業務を行なうもので、
システム内容を非公開
としており、提供を行え
る業者が一に限られる
ため。

19

財務会計システム保
守

国立高等専門学
校機構本部事務
局　契約担当役
事務局長　後藤
宏平　東京都八
王子市東浅川
701-2

平成24年3月23日

神田通信機株式
会社　東京都千
代田区神田富山
町24

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 14,439,600円 － －

機構で使用しているシ
ステムの保守業務を行
なうもので、システム内
容を非公開としており、
提供を行える業者が一
に限られるため。

19



契約名称及び内容

契約職等の氏名
並びにその所属
する部局の名称

及び所在地

契約締結日
契約の相手方の
商号又は名称及

び住所

随意契約によることとし
た業務方法書又は会計
規程等の根拠条文及び

理由

予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

随意契約によらざるを
得ない事由

随意契約に
よらざるを得
ない場合の
根拠区分

備
考

Xythos Digital Locker
5000ユーザライセンス
年間製品保守及び同
製品カスタマイズ機能
「集計ツール」年間保
守

国立高等専門学
校機構本部事務
局　契約担当役
事務局長　後藤
宏平　東京都八
王子市東浅川
701-2

平成24年3月28日

キヤノンＩＴソ
リューションズ株
式会社　東京都
品川区東品川2-
4-11

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 8,694,000円 － －

機構で使用しているソフ
トウェアのユーザライセ
ンスの保守にかかる契
約であり、提供を行える
業者が一に限られるた
め。

19

CiNiiの利用

国立高等専門学
校機構本部事務
局　契約担当役
事務局長　後藤
宏平　東京都八
王子市東浅川
701-2

平成24年3月30日

大学共同利用機
関法人情報・シ
ステム研究機構
国立情報学研究
所　東京都港区
虎ノ門4-3-13

その他特定の者以外で
は契約の目的を達成す
ることができないとき
（契約事務取扱規則第
10条八号）に該当する
ため。

非公表 1,050,000円 － －

本データベースは、国立
情報学研究所で作成し
ているもので、直接の契
約となっており、競争に
適さないため。

19

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約を対象とすること。

２．本表は、平成23年度第４四半期に締結した契約のうち、平成24年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないものについて、当該契約ごとに記載すること。

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

４．「随意契約によらざるを得ない事由」欄は、可能な限り具体的に記載する。「随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分」欄は、別添の「随意契約事由別　類型早見表」の類型区分(１～１２)の番号を記載する。その他以
下に該当する番号を記載する。
　　　・緊急の必要により競争に付することができない場合「１３」
　　　・競争に付することが不利と認められる場合「１４」
　　　・秘密の保持が必要とされている場合「１５」
　　　・競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がない場合「１６」
　　　・特例政令に相当する規定に該当する場合「１７」
　　　・国において定める随意契約の限度額を超える契約で、法人の定める限度額を下回る契約については「１８」
　　　・その他、類型区分に分類できないものについては「１９」


